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１ 指針 

（１）特別保護地区の名称 

       屋我地特別保護地区 

 

（２）特別保護地区の区域 

屋我地鳥獣保護区のうち、沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川前田原７１９番地の１東端

を起点とし、同所から同所と名護市字我部９５０番地西端を結ぶ線を東進し同所に至

り、同所から最大高潮時海岸線（以下「海岸線」という。）を南東に進み県道１１０

号線との交点に至り、同所から同県道を南進し海岸線との交点に至り、同所から海岸

線を南西に進み同県道との交点に至り、同所から同県道を南進し海岸線との交点に至

り、同所から海岸線を西進し起点に至る線により囲まれた区域 

 

（３）特別保護地区の存続期間 

      平成１８年１１月１日から平成２８年１０月３１日（１０年間） 

 

（４）特別保護地区の保護に関する指針 

   ①特別保護地区の指定区分 

        集団渡来地の保護区 

 

   ②特別保護地区の指定目的 

屋我地鳥獣保護区は、沖縄県の沖縄島と同島から北西に突き出した本部半島の間

に位置し、屋我地島及び我部祖河川下流の陸域並びに羽地内海及び屋我地島周辺の

海域から構成されている。海域は、全体の約３分の２を占めているが、陸域周辺の

浅海域には干潟が発達し、沿岸域にはマングローブ林が、陸域には畑、森林及び草

地が見られる等、多様な自然環境が存在しており、鳥類１１３種及び哺乳類６種に

わたる多種多様な鳥獣に利用されている。 

特に、当該鳥獣保護区の中でも、羽地内海は、「改訂・沖縄県の絶滅のおそれの

ある野生生物（動物編）」（沖縄県編）に記載されている９４種を含む、６４科１

８５種の貝類が確認されている等、多様かつ豊富な羽地内海の底生生物が多くの渡

り鳥の餌資源として利用されているものと考えられており、多くの渡り鳥の繁殖
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地、休息地及び採餌の場となっている。 

このため、当該区域は、屋我地鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区

域であると認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第２９

条第１項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する渡り鳥及びその生

息地の保護を図るものである。 

 

   管理方針 

・鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努め 

る。 

・海面利用型レクリエーションが無秩序に行われた場合、鳥獣の繁殖や生息へ影

響を与えるおそれがあることから、他機関と連携した巡視活動や普及啓発活動

を実施する。 

・当鳥獣保護区が極めて価値の高い自然環境を有している地域であることについ

て理解を深めるため、関係地方公共団体、関係機関、地域住民等と連携協力した

普及啓発活動等に取り組む。 
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２ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

  総面積  １,００１ ha   

 

内訳 

ア 形態別内訳        

   林野        － ha      

   農耕地        － ha  

   水面        １,００１ ha      

   その他            － ha       

        

イ 所有者別内訳                          

国有地               － ha  

地方公共団体有地     － ha 

私有地等             － ha  

公有水面      １,００１ ha     

        

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域   

自然環境保全法による地域      － ha 

自然公園法による地域   １,００１ ha     沖縄海岸国定公園普通地域 

文化財保護法による地域        － ha  

森林法による地域              － ha   

砂防法による地域              － ha       

 

 

３ 指定する区域における鳥獣の生息状況 

（１）当該区域の概要 

  ア 特別保護地区の位置 

当該区域は沖縄県の沖縄島、同島から北西に突き出した本部半島及び屋我地島に

囲まれた、羽地内海と呼ばれる海域に位置する。 
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  イ 地形、地質等 

当該区域は屋我地島により外海からほぼ隔てられた内海であり、沖縄本島側から

は奈佐田川、羽地大川、真喜屋大川が流れ込んでおり、陸源堆積物を多く含む砂礫

に覆われた水深の浅い地形が広がり、一部では干潮時に干出する干潟が発達し、さ

らに泥質が多く含まれる地域も見られる。 

 

  ウ 植物相の概要 

当該区域沿岸域の海岸泥湿地にはヒルギ群落が成立している。 

海中では３３種の海藻及び海草類が確認されており、「改訂・日本の絶滅のおそ

れのある野生生物－レッドデータブック－植物Ⅱ」（環境庁編）で絶滅危惧Ⅰ類に

区分されているホソエガサや、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッ

ドデータブック－植物Ⅰ」（環境庁編）で準絶滅危惧種に区分されているウミヒル

モ及びマツバウミジグサが確認されている。 

 

  エ 動物相の概要 

鳥類では、シギ・チドリ類、アジサシ類をはじめとし、鳥獣保護区管理員による

調査等により計３６科１１３種の鳥類が確認されており、これら鳥類の多くが採

餌、休息及び繁殖の場として当該区域を利用している。 

魚類は羽地内海に流入する河川での結果も含めると５９科１５１種が確認され

ており、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－汽水

・淡水魚類」（環境庁編）では、リュウキュウアユ（ただし、沖縄島の個体群は絶

滅し、現在確認される個体は奄美大島から再導入したもの）が絶滅危惧ⅠＡ類に、

タメトモハゼ、タナゴモドキが絶滅危惧ⅠＢ類に区分されている。 

底生生物では、貝類で６４科１８５種、甲殻類で２２科５９種が確認されており、

「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（動物編）」（沖縄県編）には、貝

類のうち９４種及び甲殻類のうち４種が記載されている。 

 

（２）生息する鳥獣類 

別表のとおり 
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（３）当該区域の農林水産物の被害状況 

・平成１４年度  有害鳥獣捕獲許可件数 なし 

・平成１５年度  有害鳥獣捕獲許可件数 なし 

・平成１６年度 有害鳥獣捕獲許可件数 なし 

・平成１７年度 有害鳥獣捕獲許可件数 なし 

 

 

４ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３２条の規定による補償に関する事項 

当該区域において、鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設を設置されたため、第２９条第

７項の許可を受けることができないため、又は同条第１０項の規定により条件を付され

たため損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償する。 

 

 

５ 特別保護地区の指定及び維持管理に関する事項 

①特別保護地区用制札       １１本 

②案内板             ０基 

 



国指定屋我地鳥獣保護区特別保護地区区域説明図

N

0　　　　　　　　　　 ２ｋｍ

　鳥獣保護区

　特別保護地区

　沖縄海岸国定公園

凡例
　屋我地鳥獣保護区のうち、沖縄県国頭郡今帰仁村字湧川前田原７１９
番地の１東端を起点とし、同所から同所と名護市字我部９５０番地西端
を結ぶ線を東進し同所に至り、同所から最大高潮時海岸線（以下「海岸
線」という。）を南東に進み県道１１０号線との交点に至り、同所から
同県道を南進し海岸線との交点に至り、同所から海岸線を南西に進み同
県道との交点に至り、同所から同県道を南進し海岸線との交点に至り、
同所から海岸線を西進し起点に至る線により囲まれた区域

今帰仁村字湧川前田原719-1番地東端（海岸線）

字我部950番地西端（海岸線）

海岸線と県道110号線との交点

県道110号線と海岸線との交点

海岸線と県道110号線との交点

県道110号線と海岸線との交点




